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　〇　１　番 野中　孝 　〇　２　番 瀬川　靖典 　☒３　番 佐次川　茂

　〇　４　番 益本　德市 　〇　５　番 松永　敬資 　☒　６　番 松本　堅一

　〇　７　番 武部　文男 　〇　８　番 太田　重敏 　☒　９　番 梶山　達男

　〇　１０番 﨑村　康子 　〇　１１番 大石　恵子 　〇　１２番 久保　繁徳

　〇　１３番 松永　勝也 　〇　１４番 髙田　良彦 　〇　１５番 田中　康

　○　１６番 松本　由美子 　〇　１７番 柿山　享 　〇　１８番 吉原　順穂

　○　１９番 佐々木　龍二

在任委員の過半数に達しているので、本会は成立した。

７．　議　　　　　　長 吉 原 順 穂

　〇　濱﨑　稔　　〇　増山　新太郎 　　〇　末永　　勇　 〇　瀬川　和男     　〇　坂本　康弘

５．　農業委員会以外の出席者

６．　事務局職員の出席者

係　長　　田畑　徹二次 　長　　白波　美知子局　長　 福守　　剛

      

久 保 繁 徳　１１　番 大 石 恵 子 　　１２　番

主　査　　桃田　忠邦

８．　議事録署名委員の指名　

令和５年１０月定例農業委員会議事録

１．　日　　　　時 令　和　５　年　１０　月　２７　日　　午後　１　時　３０　分　

２．　場　　　　所 松 浦 市 役 所 市 民 ホ ー ル

  

４．　農業委員以外の出席者（農地利用最適化推進委員）

３．　農業委員の出席状況　　　（○出席　　☒欠席　　㋠遅刻　　㋞早退）

出席農業委員数　　１６名

  〇　渡口　　学   〇　前田　清人        〇　志水　悦男  〇  紙本　政信       〇　松本　覚二   
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事務局長    皆さん、こんにちは。ただ今から令和５年１０月の農業委員会総会を開催

いたします。本日の欠席委員は、農業委員３番佐次川委員、６番松本委員、

９番梶山委員、推進委員１番山下委員、２番大久保委員、３番岩木委員、 

４番山口委員、８番鈴立委員、９番百枝委員、１７番瀬川委員でございま

す。出席委員は定足数に達しておりますので、本総会が成立していることを

報告いたします。 

本日は、総会終了後に長崎県農業会議、長崎県農業振興公社及び長崎県農

林部農業経営課による地区別研修会を開催しますので、最後までよろしくお

願いします。それから本年８月３日に松浦市長あてに提出しました「令和５

年度農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書」について、回答があ

っております。このことにつきまして、来月１１月の総会終了後に市長との

意見交換会を開催することとしております。当日は、提出しました意見書と

回答書の写しは事務局で準備いたしますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、吉原会長のご挨拶をいただきまして、１０月の総会に入りたい 

と思います。 

 

会 長     皆様こんにちは。今事務局長より欠席の報告がありましたが、初めて１０

名の欠席というのは初めてで、それだけ一番忙しい時の農業委員会総会だっ

たのかなと思います。ご出席いただきました皆様、ありがとうございます。 

       １０名分を皆様方のお力でカバーしていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。県の農業委員会の会長会が１０月１８日、県農協会館で

開催されました。午後からしっかりと研修をさせていただきました。最初は

非常に目を突っ張って聞いていたんですけど、対馬の会長さんがおられまし

て、対馬に猪がいたということで、石垣を築いて一度、猪を撲滅と言います

か、いなくなるようにされたそうです。対馬は山ですから山の中に雄と雌が

いたかも分からないんですが、あそこまで泳いでいったのが不思議でならな

いんですが。そしたらその後またいっぱい猪も鹿も増えて大変だったという

ことで、どこでも一緒のように駆除を猟友会の方に頼んでなさっておられま

す。会長さんにどうですかとお尋ねしましたら、今までは１００万円くらい

していたんだけど、猪を取り過ぎて減ってしまって取れないようになったと

言われました。とにかくよく取れる罠を見つけられた「日本で一番安い罠の

店」というのがあるそうで、足くくり罠で塩ビ管２００くらいのを切ってど

うにかしてワイヤーで作っているのか構造も何も分からないんですが、そう

いう風で猪が取れなくて困っているというようなことを羨ましいなと、是非

そのことについて、松浦の事務局長に写真を送ってくださいと頼んでいるの

ですが、まだ来ないそうです。これは私達共通の大変な悩みですから、是非

対馬の方と連絡を取って、取り過ぎて困るような状況に松浦もなったらいい

なと感じました。その日の研修で一番良かったと後ろからヤジを飛ばしまし

た。それから会長さんは寒蘭を沢山作って生計を立てておられるんですが、

ヒヨドリが何羽も来て困っておられたんだそうです。それについてもヒヨド

リの被害はなくなったとそのお話をされたんですが、それは割愛させていた

だきます。非常に日本全国で農業を取り巻く情勢は厳しいものがあります。
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皆様方も既に肌で感じておられるように、肉用牛の生産につきましても色ん

なウクライナ情勢、アメリカのドルと日本の円相場、これも１５０円を突破

したということで、もう円の力が弱くなってしまって、またこれも輸入の高

騰の原因になるのではないかと心配し、そして肥育農家も沢山食べさせない

といけないものですから、経営は大変であられると思います。そのあおりを

食って我々生産する農家も非常に被害を受けておりまして、３年前の半分近

い値段でどうもこうも経営が成り立っていかないような状況になっておりま

す。しかしながら、松浦も繁殖を増頭するような対策を立てて頑張ってきた

訳ですが、この松浦市の地域経済に与える影響というのは、非常に今の低迷

した状況でも農協の経営から、それから色んな商店街の売上高とか影響を与

えとって、このまましとったら松浦の基幹産業である農業そのものが、活動

そのものが危なくなっていく、それで皆様方の力で一つ行政にもしっかり働

きかけてこの産業が残るように結成していただきたいと思います。ＷＣＳの

方も小さい繁殖農家さんも、もう牛を売りましたからＷＣＳはしませんとい

う報告があっているそうです。大変なことだなと、山間地域を守るためには

どうしても山際の土地、今の水田対策交付金ですかね、それを受けて何とか

利用する農家の方が契約を結んでいっている訳ですけど、それも契約期日満

了前に止めますと、令和８年までにあと２年、３年しかないので、もう水張

りはできませんので止めますと増えてきている。それから今日の農業新聞

で、水田利活用交付金の中で、飼料米については８万円あるのを年に５万円

ずつ減額していくというようなことが書いてありましたが、これが飼料米だ

けに留まってくれればいいんだけどなと心配したのです。飼料米の８万円、

それにＷＣＳまでかかってきたら何とも大事になると思ってですね、非常に

心配ばかりで、ただ米の受給が少し締まってきたということですが、これが

全国的に３０㎏で５００円くらいの農協の概算払いということで、再生産の

利用にはとてもおぼつか無い米の値段だと思います。ウクライナにロシアが

進行して大変な穀物の世界の輸出が滞っていると、それからイスラエルとパ

レスチナの戦争ですね。そういったことで、世界が二極化されて何か世界戦

争前のような感じがしてたまらないのです。だから食料の自給率の向上とい

うのは喫緊の課題だと思います。農業委員、推進委員の皆様、農地を荒地に

しないように一つ一生懸命、作りきれないという人は作れる人に向けていた

だくような努力を、今まで以上に取り組んでいただければ幸いに思います。

また私の癖で話が長くなってしまい申し訳ないです。 

        それでは、議事に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長     議事録署名人の指名を行います。１１番大石委員、１１番久保委員にお願

いいたします。 

        続きまして、報告事項に移ります。１ページ、農地法第１８条第６項の規

定による通知(合意解約)から３ページ、提案事件の集計表まで事務局の説明

をお願いします。 
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事務局     それでは、各種報告の説明をさせていただきます。農地法第１８条第６項

の規定による通知(合意解約)についてでございます。議案の１ページから２

ページにかけまして２１件ございます。こちらの農地につきましては、今年

度の農地中間管理事業の重点地区であります今福町東免、仏坂免、浦免、志

佐町池成免、庄野免でございます。借人は、今福町及び志佐町の主に担い手

でございまして、基盤法での契約から農地中間管理機構との契約による借り

換えのための解約するものでございます。貸人、借人、農地の表示等の読み

上げにつきましては、割愛させていただきます。議案は３ページでございま

す。農地法第３条の３第１項の規定による届出、相続について１件ございま

す。被相続人は、本山弘氏、相続人は、東京都品川区在住の本山ひかる氏で

す。農地の所在は御厨町高野免字里風田９６番８の一筆です。地目は畑、面 

積は２９６㎡です。被相続人、本山弘氏は、令和５年５月７日に死亡されて

おり、令和５年９月２１日に相続登記が完了したということで、相続人から

１０月１１日に届出がありまして、同月１６日に受け付けております。 

 

続きまして、申請事件の処理状況です。（以下資料の読み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、提案事件の集計表です。（以下資料の読み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5.10.13　許可

池山　守
株式会社池山工建
代表取締役　池山　誠治

　資材置場及び駐車場 2,030 ㎡ R5.10.13　許可

農地法関係

令和５年９月分

山口　昇 　貸駐車場用地 578 ㎡

条項 譲渡人（貸人） 処　理　状　況申　請　面　積転　用　目　的譲受人（借人）

前川　圭士

5

承認関係

使用貸借

計

利用権設定

農用地利用集積計画

コンテナハウス建築用地及び駐車場用地 222 ㎡1 222 ㎡

面 積

   所有権移転

692 ㎡

権利の種類 件数

一般個人住宅 1４条

５条

申　請　事　由 件数

計

畑

申　請　事　由

賃 貸 借　 51,061 ㎡

面 積
田 畑

計
内　　　　容

田

692 ㎡

39

計

111,450.04 ㎡

畑

16 575 ㎡50,330.04 ㎡

111,450.04 ㎡10,059 ㎡

60,545 ㎡

50,905.04 ㎡

101,391.04 ㎡

101,391.04 ㎡

9,484 ㎡

39 10,059 ㎡

23

17 52,350 ㎡ 9,484 ㎡ 61,834 ㎡

田

件数

筆数

面 積

計

農地法関係

件数
面 積
田 畑

荒廃農地調査による農地法第２条第１項に規定する「農地」に該当
するか否かの決定について

4 3,631 ㎡ 3,631 ㎡

農用地利用集積等促進計画の要請について
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報告は以上でございます。 

 

議 長    事務局からの報告が終わりました。各委員さんから何かご質問等ございませ 

んか。 

 

委 員   （なし） 

 

議 長    なければ、報告どおりとさせていただきます。 

続きまして、議事に移ります。議案５ページ議案第５９号農地法第４条の規 

定による所有権移転の許可申請についてを議題といたします。事務局の説明を 

お願いいたします。 

 

事務局    議案第５９号農地法第４条の規定による許可申請について説明いたします。 

関係資料を７６～８０ページに掲載しております。申請人は御厨町里免１５ 

番地、山口裕次郎氏です。土地の所在地は、御厨町里免字丸田２０番１、畑６ 

９２㎡です。農地区分は、都市計画法の用途地域第２種低層住居専用地域にあ 

る農地のため第３種農地です。転用の目的は、一般個人住宅を建築するという 

もものです。土地利用計画については７９ページの配置図をご覧ください。ま 

ず、申請面積が６９２㎡です。しかしながら法面が２４２㎡ございますので、 

住宅の有効面積が４５０㎡となり、住宅の上限面積５００㎡を下回りますので 

問題ない計画でございます。土地の形状が横長で、図面のとおり住宅を建築さ 

れるということでございます。基本的に土地に関しましては、造成のみを行わ 

れるということです。排水は雨水については、自然流下と既存の水路へ放流、 

汚水及び生活雑排水については浄化槽で処理後に既存の水路へ放流されるとい 

うことです。近隣の営農に関して、北西に畑がありますが未耕作の状況です。 

また、この土地の所有者は申請人の親類で、既に住宅建築について話をされて 

いるのということで、近隣の営農についても特に影響はないと考えております。 

最後に、融資証明により資金計画を確認しておりますので、本事業は確実に行 

われるものと思われます。なお、本日は地元委員の梶山委員が欠席されており 

ますが、現地確認の際には、本申請については問題なしとのご意見でありまし 

たので申し添えさせていただきます。以上ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長    事務局の説明が終わりました。それでは、事件番号１番について現地を確認 

された委員さんご意見を伺いたいと思います。農業委員１３番松永委員お願い 

いたします。 

 

農業委員   農業委員１３番松永です。１０月２０日に大石委員と梶山委員と事務局と現 

地確認いたしました。現地は道路に面した所にあって、その下に法面があって、 

その下に水路があると。また法面も本人の土地であり、雨水排水も問題なし。

浄化排水の方も法面を通り水路へと流れていくということで問題ないと思いま

す。皆さんのご審議よろしくお願いいたします。 
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議 長    ありがとうございました。それでは事件番号１番について審議いたします。

各委員さんから何かご意見はございますか。 

 

農業委員  （武部委員挙手） 

 

議 長    はい、武部委員どうぞ。 

 

農業委員   ちょっと気になるところを確認します。７７ページの位置図ですね。これは

おそらく３，０００分の１くらいの平面図だと思います。これは実は地目は畑

なんですよね、こういう所に何で畑があるのか。それで造成をされるとでしょ

うけども、これ土留め工事も何もない、土羽がある、高さもある。もう災害が

あってもおかしくないんじゃないかなと思うんですが。いかがでしょうか。

（武部委員） 

 

議 長    事務局お願いします。 

 

事務局    基本的に現状のまま整地をされるという計画ではありました。併せておっし

ゃるような危険性もあるとは思うのですが、都市計画課の建築の方ともこの住

宅の建築に関しましては色々と協議をされての上でのことになると思いますの

で、農業委員会が判断する農地法上としては問題ないのかなと思います。ご質

問のことについては別の方法で確認されているのではないかと思います。 

 

議 長    よろしいでしょうか。発言をされる時は、私がよく目が見えない時があるも

のですから、発言の際は、農業委員何番、推進委員何番ということ、お名前を

言ってから発言してもらえないでしょうか。記録の都合もございますので。よ

ろしくお願いいたします。 

       他にございませんか。 

 

事務局    議長、すみません。よろしいでしょうか。 

 

議 長    事務局どうぞ。 

 

事務局    先ほどのように回答させていただきましたが、念のために具体的な土地の利

用状況について確認をいたしまして、結果的な報告にはなりますけれども、次

回の総会の時に、前回のご質問についてということでお答えをさせていただき

たいと思います。それでもよろしいでしょうか。 

 

農業委員   それでもいいんだけど、まずね、法面がだいたい３ｍ前後ある訳ですな。そ

したら土羽であれば必ず崩れてきますよ。そこら辺は後々のことを考えれば心

配だなというところです。（武部委員） 
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議 長    これは、法面ですかね、土羽ですかね。この緑の部分は切り取ってからです

かね、埋め立てですかね。どうなるんですかね。 

事務局    元々の形がこういう、現時点では形がこういう土地の形状になっているんで

す。緑の部分は手を加えたものではなく以前から現在まで続いている法面の状

態になるので、そこを今回の住宅を建築するに当たって改めて削るとかそうい

う計画はないようなんです。あくまでも住宅が建てられる図面の白いところを

整地して利用するというそういう計画です。ただ、武部委員さんが言われるよ

うに崩れるというところも考えられると思いますので、その点については具体

的な全体的な土地の利用の方法をですね、それを改めて、繰り返しになります

が事後的な報告にはなりますが、次回の総会の時にお話しはさせていただきた

いと思います。 

 

議 長    武部委員よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 

委 員   （なし） 

 

議 長    なければ、議案第５９号農地法第４条の規定による許可申請については、許

可相当の意見を付して県に進達するものといたします。 

       続きまして６ページ、議案第６０号農地法第５条の規定による許可申請につ 

いてを議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    議案第６０号農地法第５条の規定による許可申請について説明いたします。 

関係資料を８１～８５ページに掲載しておりますので適宜ご覧いただければと

思います。 

借人は鷹島町神﨑免１１６番地２、里森真琴氏。貸人は大村市沖田町７７９ 

番地１５、吉積文則氏です。土地の所在地は、鷹島町三里免字古池４９８番１、 

畑２２２㎡です。農地区分は、小規模の団地に属し土地改良事業の行われてい

ない農地ですので第２種農地と判断しました。転用の目的は、土地を無償で借

り受けまして、弁当の製造販売のためのコンテナハウスを建築し併せて駐車場

用地の整備をするというものです。具体的な８４ページの配置図をご覧くださ

い。図面のとおり、お弁当の製造販売所がコンテナハウスで設置されまして、

西側に駐車場３台分の整備をするという計画です。排水は、雨水は自然流下で

す。汚水は仮設トイレの設置をされるということで、これは汲み取り。弁当の

製造過程で発生する雑排水に関しては、ゴミや油等を取り除き県道側溝へ放流

されるという計画でした。具体的な雑排水の処理設備に関しましては、保健所

許可を出される際に現地を直接確認しますので、そちらの方で問題ないと考え

ております。また、県道への放流は申請者において田平土木事務所へ確認して

いただきました。結果として問題なしとのことで回答があったということです。

近隣の営農に関しましては、隣接する農地はありませんでした。最後に、預金

通帳の写しにより資金計画を確認しておりますので、本事業は確実に行われる

と考えております。以上皆様のご審議よろしくお願いいたします。 
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議 長    事務局の説明が終わりました。それでは、事件番号１番について、現地を確 

認された委員さんのご意見をお願いします。農業委員１３番松永委員お願いい 

たします。 

 

農業委員   農業委員１３番松永です。大石委員と久保委員と事務局とで１０月２０日に 

現地確認を行いました。説明にもありましたように、用地は県道に面したとこ 

ろにありまして、雨水は県道側溝へ流れると。また雑排水は浄化されて同じ側 

溝へ流すということで問題ないと思っております。皆様のご審議よろしくお願 

いいたします。 

 

議 長    ありがとうございました。続きまして、地元委員のご意見をお願いいたしま 

す。農業委員１２番久保委員お願いいたします。 

 

農業委員   農業委員１２番久保です。事件番号１番については、１０月２０日に現地確 

認の立ち合いを行いました。先ほど事務局から説明報告がありましたように、 

この転用に関しましては、何も支障はないように思いました。ご審議よろしくお 

願いいたします。 

 

議 長    ありがとうございました。私からお尋ねしたいのですが、保健所の許可は済 

んでいるということで大丈夫だと思うのですが、雑排水もそれも量によるんだ 

と思うのですが、県道側溝に流すということでしたが、先ほど浄化されてとい 

うお話をありましたが、浄化槽とかの図面はこれに載っていないのですが、そ 

の辺はどうなんでしょう。保健所の許可が出ていれば別に問題ないのでしょう 

ね。 

 

事務局    特別浄化槽とかを設置をする訳ではなくて、弁当の販売製造上、作った時に

その中に、名称は覚えてないのですが、ゴミ等を取り除く設備をした上でそこ

で浄化をして流すということでございました。その方法に関しては１階の市民

生活課の環境の方でもそういう方法でも問題ないという判断がなされて、なお

且つその設備に関しましては県北保健所で問題ないかということを建築された

後に確認をして営業開始をするということでございましたので、その辺りの心

配は解決できると考えております。 

 

議 長    ありがとうございました。理解をいたしました。それでは、事件番号１番 

について審議いたします。各委員さんから何かご意見はございますか。 

 

委 員   （なし） 

 

議 長    なければ、議案第６０号農地法第５条の規定による許可申請については、許 

可相当の意見を付して県に進達するものといたします。 

 続きまして７ページ、議案第６１号農用地利用集積計画の決定についてを議 

題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 
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事務局    議案第６１号農用地利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法 

等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条により改正前の 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積計画 

を決定するというものでございます。公告予定日を令和５年１０月３０日とし 

ております。議案は８ページから９ページにかけまして賃貸借再設定分が２１ 

件、９ページに賃貸借 新規分２件、使用貸借 再設定分３件と新規分２件の 

各筆明細を添付しております。担当地区分のご確認をお願いいたします。 

 

議 長    事務局の説明が終わりました。確認のお時間を取りますので、各担当地区の 

委員のご確認をお願いいたします。 

各委員さんから何かご意見はございますか。 

 

委 員   （なし） 

議 長     なければ、議案第６１号農用地利用集積計画については、計画どおり決定

し、公告予定を令和５年１０月３０日といたします。 

        続きまして１４ページ、議案第６２号農用地利用集積等促進計画の要請に

ついてを議題とします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局     議案第６２号農用地利用集積等促進計画の要請について。農用地の利用の

効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認められるため、農地中

間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に基づき、農地中間

管理機構に対し、別紙のとおり農用地利用集積等促進計画を定めることを要

請する。というものでございます。今回の計画要請は１７件でございます。

全てＡtoＢで公社が貸し付ける分です。１５ページから４５ページにかけま

して、耕作者情報、各筆明細、経営状況等を掲載してございます。ご審議よ

ろしくお願いいたします。 

 

議 長     事務局の説明が終わりました。ここでお時間を取りますので、ご自分の担

当される地区のご確認をお願いいたします。 

        各委員さんから何かご意見はございませんか。 

 

委 員    （なし） 

 

議 長     なければ、議案第６２号農用地利用集積等促進計画の要請については、長

崎県農業振興公社に本計画を定めることを要請いたします。 

        続きまして４９ページ、議案第６３号農用地利用集積計画（一括方式）の

決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局     議案第６３号農用地利用集積計画（一括方式）の決定について。農業経営 

基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５ 

条により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき農 

用地利用集積計画を決定する。というものでございます。議案５０ページか 
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ら７１ページにかけて１１件ございます。全てＡtoＡで中間管理機構と契約 

するものでございます。農地中間管理機構に賃借権を設定する者の氏名、農 

地の情報等の明細及び経営状況等を掲載してございます。ご審議よろしくお 

願いいたします。 

 

議 長     事務局の説明が終わりました。ここでお時間を取りますので、担当地区分

のご確認をお願いいたします。 

        各委員さんから何かご意見はございませんか。 

 

委 員    （なし） 

 

議 長     なければ、議案第６３号農用地利用集積計画（一括方式）の決定について

ついては、計画どおり決定し、公告予定を令和５年１０月３０日といたしま

す。 

        続きまして７５ページ、議案第６４号荒廃農地調査による農地法第２条第 

１項に規定する「農地」に該当するか否かの決定についてを議題といたしま 

す。事務局の説明をお願いいたします。スライドの準備をいたしますので、 

しばらくお待ちください。 

 

事務局     議案第６４号荒廃農地調査による農地法第２条第１項に規定する「農地」

に該当するか否かの決定について説明いたします。前方スライドを用意して

おりますのでそちらをご覧ください。番号１です。申出人は佐世保市もみじ

か丘町１４－３、松田耕太郎氏です。土地の所在地は、志佐町白浜免字小黒

潮１９１２番１、台帳上の現況地目は畑４３３㎡です。申出人によれば２０

年以上前から耕作しておらず山林化しているとのことでした。現地確認は、

柿山委員さんと事務局で行いました。ご覧いただいているとおり、現地は斜

面地でございまして、山林化しております。仮に復旧したとしても継続した

営農の見込みがなく「山林」として非農地とすることが妥当であると考えま

す。 

次に、番号２です。申出人は調川町白井免９９８番地、市瀬清氏です。土

地の所在地は、調川町白井免字草切３２５番１４、台帳上の現況地目は畑、

樹園地１，４２１㎡です。併せて番号３です。申出人は調川町白井免７３０

番地、岩佐惠子氏です。土地の所在地は、調川町白井免字草切３２５番１１、

台帳上の現況地目は畑、１，６８５㎡です。番号２番３番は隣接をしており

ます。現地確認は益本委員と事務局とで行いました。ご覧いただいています

とおり山林化しております。仮に復旧したとしても継続した営農の見込みが

ございませんので「山林」として非農地とすることが妥当であると考えます。 

最後、番号４です。申出人は岐阜県岐阜市森西４１番地メイプルタウンピ

ノB２０２、福永栄一氏です。土地の所在地は、御厨町大崎免字濱田８２９

番。台帳上の現況地目は畑９２㎡です。申出人によりますと５年以上前から

耕作しておらず原野化しているとのことでありました。現地確認は大久保委

員と事務局とで行いました。先ず、スライドのとおり原野化が進んでいるこ



11 

 

とが確認できました。併せて、申請地は道路の法面に当たる場所にありまし

て、進入路がありませんでした。ですので、耕作が困難であることが原野化

の原因のように思われました。このような状況から、仮に復旧したとしても

面積が狭く、併せて進入路が無いため機械の利用が困難であって今後の継続

した営農の見込みがないことから「原野」として非農地とすることが妥当で

あると考えております。なお、本日は地元の大久保委員が欠席されておりま

すが、同様のご意見でございまして、復旧しても継続した営農の見込みがな

いため非農地相当であると話されておりますので申し添えます。 

以上、４件につきましてご審議をお願いいたします。 

 

議 長     事務局の説明が終わりました。事件番号１番について地元委員さんのご意

見を伺いたいと思います。農業委員１７番柿山委員お願いいたします。 

 

委 員     農業委員１７番の柿山です。１０月１８日に現地の立会いを行いました。

先ほどの写真を見られて分かりますとおり２０年以上前から耕作されていま

せん、ただここが４３３㎡ありますけれども、ほとんどが下の民家の方に地

滑りしてるんですね、もう畑に帰すのは不可能だと思いました。皆様のご審

議よろしくお願いします。 

 

議 長     ありがとうございました。続きまして２番及び３番について、地元委員の

ご意見を伺います。農業委員４番益本委員お願いします。 

 

委 員     農業委員４番の益本です。１９日の日に事務局の皆さんと一緒に現地確認

をしました。写真を見られたような形で竹林化しておりましてなかなか復旧

するのは難しいと感じましたので、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議 長     ありがとうございました。只今、地元委員さんからのご意見を伺いました。

各委員さんから何かご意見はございますか？ 

     はい、農業委員７番武部委員よろしくお願いいたします。 

 

委 員     この４件についてですが、まず国土調査があってるかどうかを確認をしな

いといけないし、要するにそれを無視すると、今からするんであれば自分で

地目変更登記すると１０万前後かかるんですよ。必ずね。そうではなしにそ

ういうのがあるのが無いのか、今からあるのかとか確認する必要があるとい

うことですよ。だから済んだところもございますよね、おそらくね白井免は

済んだかも分かりませんが、後は大崎免ですね、そういう所を確認してから

進めていただければと思いますけど。 

 

議 長     はい、事務局お願いいたします。 

 

事務局     来月以降、その辺も含めまして確認をして必要に応じて総会の中で調査結

果ということでお話をさせていただきたいと思います。 
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議 長     それでよろしいですか。ありがとうございます。事件番号４番については、

先ほど説明がありましたように確認をして済んでおりますので、今日はおい

でになっていませんが、その様に事務局の方に確認済みということで届けて

ありますのでよろしくお願いいたします。 

        無ければ、議案第６４号荒廃農地調査による農地法第２条第１項に規定す

る「農地」に該当するか否かの決定については非農地通知を交付するものと

いたします。 

        以上を持ちまして本日の付議事項について審査決定いたしました。続きま

して協議事項となっております。事務局よりお願いいたします。  

 

事務局     それでは、協議事項に入ります。本日は報告とお願いということで何点か

ございます。 

・「農業委員会の委員旅行の中止について」 

・「地域計画策定に係る協議の場の日程について」 

・「全国農業新聞の購読推進について」 

・「農業委員・最適化推進委員改正に伴う応募状況について」 

・「大分県九重町農業委員会からの視察研修について」 

        ・「全国農業新聞の掲載記事（松浦市農業委員会地域計画）について」 

        ・「女性新任委員初任者研修会の動画について」 

        ・「タブレット端末の利用上の注意点について」 

 

議 長     以上をもちまして、１０月の農業委員会定例総会を終了します。来月の農

業委員会総会は、１１月２７日月曜日（１３時３０分～ 場所 市民ホー

ル）といたします。大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

〈 閉会の時刻 〉 

            １４ 時 ４６ 分 

 

          


